
検討会（第１回）で寄せられた意見への回答

(ドキュメント名
等）

(頁、項番等）

1 質問

標準仕様書 ①火葬と埋葬を別の帳票で印字するイメージだが、本市の一体方式の印
字が可能か
②振り仮名は許可証等に印字しないかの確認
③死亡届等の入力前に戸籍システムの情報を利用できるか

①一体の方式での使用はできません。許可証の様式は墓地、埋葬に関する
法律施行規則第四条の別記様式に示されており、標準仕様書は別記様式
に準しております。
②振り仮名は印字しません。
③死亡届等の入力前に戸籍情報システムの情報は利用できません。戸籍
情報システムからは、死亡届の届書情報と胎児認知のある死産届の受付情
報のみが情報として利用可能となります。

2 質問

全般 健生衛発 0326 第３号厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課長通達 令
和７年３月26日「埋葬、火葬又は改葬許可のオンライン申請に関するＱ＆Ａ
について」の内容がどのように標準仕様に反映されているのか。
・火埋葬許可証や改装許可証などの証明書はデータ化されるのか等。

・健生衛発 0326 第３号厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課長通達
令和７年３月２６日「埋葬、火葬又は改葬許可のオンライン申請に関するＱ＆
Ａについて」で示された内容については、火葬等許可申請に関する内容であ
り、火葬等許可事務システムに影響は及ばないことから、標準仕様書への
反映はありません。
・火葬等許可証のデータ化については、デジタル庁の死亡届、死亡診断書
のオンライン化において検討が行われることから現時点では未定です。

3 指摘・質問
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7スライド目 標準化基本方針（令和６年12月24日閣議決定）においては、「標準仕様書
の改定時期は、遅くとも制度改正の施行日の１年以上前とし、原則として毎
年８月31日又は１月31日（これらの日が休日である場合には、これらの日
の前日とする。以下「標準仕様書改定基準日」という。）」とされています。
今回の改正案の中には、戸籍法施行規則の一部を改正する省令（令和７
年３月19日法務省令第９号）の公布・施行対応として、令和８年４月１日を
適合基準日とするものが含まれているのではないかと思います。省令改正
について、法務省との間で十分情報が共有されていなかったのかもしれま
せんが、本来であれば、省令改正前に標準仕様書への影響を確認し、改
定ルールに則った対応を行っていただく必要がありますので、以後ご留意く
ださい。
また、今回、「標準仕様書改定基準日までの対応が困難な場合の対応」と
して、標準化基本方針を踏まえて適切な対応を行っていいただく必要があ
りますが、地方公共団体や事業者への影響確認の状況等を教えてくださ
い。

標準仕様書の改定につきましては標準化基本方針の内容を認識しておりま
す。
戸籍法施行規則の一部を改正する省令（令和７年３月19日法務省令第９号）
の対応については、施行日の1年以上前において標準仕様書【第2.0版】を改
定しております。今回の改定においてはその内容等をより具体化するための
仕様書への補記及び一部誤記修正となることから、システムへの影響は軽
微なものと認識しております。

4 質問
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全般 今般の標準仕様書3.0版への改定要因の位置づけについての確認となりま
す。

デジタル庁が示す標準化基本方針では2025年末時点で適合を求める対象
の標準仕様書についての指針が示されており、①原則：2023年度末時点で
公表の標準仕様書とされつつ、②例外として2025年度末までの適合が制
度改正等の政策上必要と判断されるものは除くとされております。
確認①）
今般の3.0版への改定差分については国籍・地域対応（戸籍事務における
制度改定）等軽微な改定と認識しておりますが、改定要因としては上述の
標準化基本方針における②例外に該当するという改定という理解で宜しい
でしょうか。

確認②）
上記認識の場合においても、R8年1月末時点の発出において現時点（9月
25日の第一回検討会）で提示されている以上の要件追加や変更は無いと
の認識でよろしいでしょうか。
なお、弊社都合ではございますが、R7年度中の改修範囲としては現時点（9
月25日の第一回検討会）で提示されている範囲での3.0版適用が開発納期
的なリミットであることから、今後の意見照会等で追加要件が発生した場合
には適合基準日をR8年度以降にして頂くことを強く要望いたします。

確認①
戸籍法施行規則の一部を改正する省令（令和７年３月19日法務省令第９号）
の対応については、施行日の1年以上前において標準仕様書【第2.0版】を改
定しております。今回の改定においてはその内容等をより具体化するための
仕様書への補記及び一部誤記修正となることから、システムへの影響は軽
微なものと認識しております。

確認②
現時点において、要件追加・変更は想定しておりません。
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